
 

 

 

 

 
令和６年度「振興局地域づくり支援事業補助金」 

事業実施団体等の募集を実施します！！ 
 

 地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、西牟婁振興局管内

（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）において、標記補助金を活用して地域づくりに積極的に取組む

市町村や民間団体等を下記のとおり募集します。 

  

記 

１ 補助対象事業 

地域文化育成事業、地域資源活用事業、地域交流事業、ＵＪＩターン促進事業、地域情報化推

進事業、ひとづくり推進事業及び住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と

認める事業 

  【事業例】 

   ・廃校を活用したマルシェの実施 

   ・体験ツアーガイドの育成 

   ・体験スポーツイベントを通した交流人口創出事業  など 

２ 補助率及び補助限度額 

補助率：補助対象経費の２分の１以内。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。  

補助限度額：100万円 

（予算の都合により、補助額が申請額を下回る場合があります。） 

３ 応募について 

(１)受付期間 令和６年４月１日(月)午前９時から令和６年４月２６日(金)午後５時まで 

(２)提出書類  

①採択要望書類一式 

（採択要望書、収支予算書、団体概要書、役員等に関する名簿） 

②その他資料（規約など事業実施団体の概要がわかるもの） 

     ※提出書類の様式は、西牟婁振興局ホームページに掲載します。 

      （https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/130600.html） 
※詳細については、別紙「令和６年度『振興局地域づくり支援事業補助金』事業実施団

体等の募集について」を参照してください。 

４ お問い合わせ及び応募先 

西牟婁振興局 地域づくり部 地域づくり課  

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 

電話 ：0739-26-7947  FAX ：0739-26-7917 

 ※組織改編のため、令和６年４月１日より以下のとおり名称変更となります。 

  旧：西牟婁振興局地域振興部地域課 

  新：西牟婁振興局地域づくり部地域づくり課 

 

令和６年３月２９日 

資 料 提 供 

 担 当 課  西牟婁振興局 地域課 

 担 当 者  上出 

 電話番号  0739-26-7947 



 

令和６年度「振興局地域づくり支援事業補助金」 

事業実施団体等の募集について 
 
１ 概要 
 地域の資源や特色を生かした個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、西牟婁振興

局管内（田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町）において、地域づくりに積極的に取組む市町

村や民間団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 

 
２ 補助対象者、補助対象事業、補助期間、補助率及び補助限度額 

補助対象者 補助対象事業 

（１） 市町村 
（２） 一部事務組合 
（３） 広域市町村圏協議会 
（４） 広域連合 
（５） 複数市町村等で構成される団体 
  （等には、県・民間団体を含む） 
（６） 和歌山県に本拠を持ち県内で 
 活動する団体（市町村や企業・第三 
 セクターが参加している場合も可。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 地域文化育成事業 
 地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化 
 の創出・定着事業 
イ 地域資源活用事業 
 自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用 
 した、個性的で魅力のある地域づくり活動や 
 地域外への情報発信等を行う事業 
ウ 地域交流事業 
 交流人口の増加を図るためのイベントや住民 
 参加型イベントを実施する事業 
エ ＵＪＩターン促進事業 
 若者のＵＪＩターンを促進するための事業 
オ 地域情報化推進事業 
 地域住民を対象とした情報化推進事業 
カ ひとづくり推進事業 
 地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成 
 などの人材育成事業 
キ 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上

知事が特に必要と認める事業 
補 助 期 間： 補助金の交付決定があった日から当該年度の３月３１日 

補 助 率 ： ２分の１以内。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、 
これを切り捨てるものとする。 

補助限度額 ： １００万円 
       ※予算の都合により、補助額が申請額を下回る場合があります。 
※申請者又は団体の役員が、和歌山県暴力団排除条例第２条第３号の暴力団員等若しくは

同条第１号の暴力団若しくは同条第２号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場

合は、対象外。 

 

 

 



３ 補助対象経費 

 ※表５「備品購入費」については、表１～４及び６の合計額の９分の１を上限に補助

対象経費として計上可能。 
 
 
４ 対象外となるもの 
 （１） 対象外事業 
   ア 国又は県の他の補助金等の交付を受けている事業 
   イ 施設整備等のハード事業 
   ウ 事業費が１０万円未満の事業 
   エ 単に施設の整備・備品等物品の購入等を目的とする事業 
   オ 営利目的の事業や営業行為等と同程度の参加費等を徴収する事業 
   カ 今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業 
   キ 特定の団体、会員、個人のみを対象とし、排他的に行われる事業 
   ク 以前から定例・慣例的に実施されるなどの実績があり、新たな要素を取り入れない事業 

   ケ 過去に地域・ひと・まちづくり補助金の採択を受けた事のある事業 

 
 （２） 対象外経費等 
  ア 各種団体や施設等に係る運営経費及び備品購入費（例．事務用パソコン・プリン

ター、自動車など）については、補助対象としない。 

  イ 本概要「２ 補助対象者」の（１）～（４）までの補助対象者にあっては、事業実施に伴い 

充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金は、補助対象経費から控除する。 
  ウ 補助金交付決定の前に発生した費用については、原則補助対象としない。 
 

 経費区分 内容例 

１ 報酬・謝金・旅

費・交通費 
外部講師及びイベントスタッフへの報酬、謝金、賃金、 
招へい及び視察に係る旅費、交通費、宿泊費等 

２ 需用費・原材料

費 消耗品費、印刷製本費、食糧費、イベント開催に係る資材費等 

３ 役務費・使用料 
・賃借料 

通信運搬費、広告料、手数料、保険料、会場使用料、 
什器レンタル料等 

４ 委託料 会場設営等委託費、デザイン委託費、イベント運営委託費等 

５ 備品購入費 事業の実施に直接必要となる最小限度の備品 

６ その他 上記以外で特に必要と認められる経費 



５ 応募について 
 （１） 提出書類 
  ア 採択要望書（別紙１） 
  イ 収支予算書（別記第２号様式） 

   ウ 団体概要書（別紙２） 
  エ 役員等に関する名簿（別記第３号様式） 
  オ その他（規約など事業実施団体の概要がわかるもの） 

 （２） 受付期間  令和６年４月１日（月）午前９時から令和６年４月２６日（金）午後５時まで 
 （３） 提出先   西牟婁振興局 地域づくり部 地域づくり課 

〒６４６－８５８０  

田辺市朝日ヶ丘２３－１ 
          ＴＥＬ ０７３９－２６－７９４７ 

 
６ 事業の採択について 
 応募のあった事業の採択については、「和歌山県補助金等交付規則」「振興局地域づくり支

援事業補助金交付要綱」等に基づき、以下評価項目の観点から総合的に審査のうえ決定しま

す。審査結果（採択・不採択）については、書面で通知します（５月上旬～中旬予定）。 

 採択にあたっては、原則として、新規応募団体を優先します。 
 

評価項目 観点 
妥当性 ・本事業の趣旨に合致しているか 

・事業の目的、効果が明確であるか 
・実現可能性があるか 
・参加者の安全対策は考慮されているか 

地域性 ・地域の資源（文化・自然・歴史等）が活かされているか 
・地域の活性化につながる活動であるか 
・地域のニーズや課題に対応した事業であるか 

新規性・ 
独創性 

・初めて実施する事業であるか 
・すでに実績がある場合、新たな要素が取り入れられているか 
・創意工夫が凝らされ、オリジナリティがあるか 

公益性 ・県の補助事業として実施するにふさわしいか 
・市町や各種地域団体等の協力が得られているか 

継続性 ・継続していく意欲、仕組みがあるか 
・事業の定着や新たな活動への発展が見込まれるか 

 



（別紙１） 

令和６年度 振興局地域づくり支援事業補助金採択要望書 

 西牟婁振興局長 様 

                      申請者所在地 
                      団  体  名 
                      代表者職氏名               
                      連  絡  先 
                      （担当者名 
                       担当者連絡先             ） 

提出年月日：令和   年   月   日 
 

事業主体  

事業区分 
※該当する区分に○

をつけてください。 

 （複数選択可） 

ア 地域文化育成事業 
 
イ 地域資源活用事業 
 
ウ 地域交流事業 
 
エ ＵＪＩターン促進事業 
 
オ 地域情報化推進事業 
 
カ ひとづくり推進事業 
 
キ 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業 

事業名  

事業の目的  

財源計画 
（単位：円） 

総事業費 

財  源  内  訳 

振興局地域づくり

支援事業補助金 

（要望額） 

市町村補助金 寄付金等 
自己資金 

（一般財源） 

     

市町村補助金・ 

寄付金等の内容 

※他に申請している、または、申請を予定している補助・助成事業名及び金額 

 

事業開始予定日 令和  年  月  日 事業完了予定日 令和  年  月  日 



事 業 の 詳 細 

参考：募集要項「６ 事業の採択にあたって」記載の評価項目（妥当性・地域性・新規性・独創性・公益性・継続性）

の観点から総合的に審査を行います。 

１ 事業の内容 

①実施内容 

②時期（いつ頃） 

③場所（どこで） 

④対象者（どのような

人を対象にしている

か・人数規模等） 

⑤実施体制  

など 

 

 

※申請した事業内容の詳細を記入してください。枠内におさまらない場合は、自由に

ページを追加し記入してください。 

※記載方法は任意ですが、左記①～⑤に関する説明は原則記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の目標お

よび期待する

効果 
・具体的な目標数値 

・事業を実施したこと

により解決または改

善される事柄 

など 

※具体的な目標数値は必ず記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の展望 

今年度事業を実施した
ことにより得られた効
果を持続または向上さ
せるため、次年度以降
どのような事業展開を
していくか 
（事業を継続していく
ための目標・考え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じ図表等を添付可。 



別記第２号様式（第３、第５関係） 
 

収 支 予 算 書 

  [収入の部]                           単位：円 

区  分 予算額 備      考 

１ 和歌山県振興局
地域づくり支援事
業補助金 

  

２ その他特定財源   

３ 一般財源 
 （自己資金） 

  

   

計   

 （注）市町村からの補助金、寄付金等は「その他特定財源」欄に記入すること。 
 
  [支出の部]                           単位：円 

 
区  分 予算額 備考 

補
助
対
象
経
費 

   

   

   

小計   

補
助
対
象
外
経
費 

   

   

   

小計   

 
計（総事業費）   

  （注）１ 消費税及び地方消費税相当額は、各項目に含む。 
        ２  備考欄には支出内容の明細を記入すること。 
 



（別紙２） 

団 体 概 要 書 

フリガナ  

団体名  

フリガナ  

代表者名  

所在地 

〒   ―      
 

連絡先 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

Ｅ－ｍａｉｌ 

ホームページ 
※団体に関するホームページがあれば、URLを記載してください。 

 

設立年  会員数  

団体の目的  

主な活動エリア 
（該当するところに 

 ○をつけること） 
田辺市  白浜町  上富田町  すさみ町  その他（       ） 

活動内容 

●主な活動内容 
 
 
 
 
●令和５年度の活動実績 
 
 
 
 
 
●令和４年度以前で主な活動実績 
 
 
 

過去５年内における

行政機関との協働実

績 又は 補助金（助

成金）を受けた事業 

 

添付資料 
（該当するものに 
✔してください） 

□  定款・規約・会則等の写し 
□  団体の収支予算書及び収支決算報告書の写し 

□  活動内容を示す資料 

※ 申請者又は団体の役員が、和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の

  暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合は、補助対象外。 



別記第３号様式（第３関係） 
 

役 員 等 に 関 す る 名 簿 
 
   

申請者 
 

名     称 住     所 

  

役 職 名 
氏名(フリガナ) 生年月日 性別 

備   考 
姓 名 元号 年 月 日 男・女 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
（記載要領） 
 １ 法人の場合は、役員全員について記載すること。 
 ２ 普通地方公共団体以外の法人については、役員等の氏名を確認するための登記事項 
  証明書又は定款等の写しのいずれかを添付。 
 ３ その他の団体については、団体代表者について記載すること。 
 ４ 記載しきれない場合は、複数枚作成すること。 
    
  なお、提出された個人情報は、和歌山県個人情報保護条例の規定に基づき適切に管理 
し、収集目的の範囲を超えて使用することはありません。 

 


